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資源循環型社会：天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社会

で、ごみ処理の基本原則があります。 

＜三つの基本原則＞ 

①「廃棄物の発生抑制」＝何よりもまず「ごみを出さない」 

②「 循環 的な利 用 」＝出たごみは「できるだけ資源として使う」 

③「環境負荷の低減」＝どうしても循環利用できないごみは「適正に 

処分する」 

本市の課題（平成13年当時）： 

①市内にごみの最終処分場がなく、他市の民間最終処分場にごみの最終処

分を依存している。 

②生活スタイルの変化や人口の増加等により、市民一人当たりのごみの排

出量が年々増加している。 

③資源化率が全国平均より低い 
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第１節 資源循環型社会の形成 

１．資源循環型社会の基本原則 
 

廃棄物行政には、生活環境の保全や公衆衛生の向上といったこれまでの大きな目的に加えて、

循環型社会の形成という役割が求められています。平成12年に制定された循環型社会形成推進基

本法では、廃棄物処理の優先順位が明確化されました。第一に廃棄物の発生を抑制し、第二に再

使用、再生利用を進め、第三に適正処理を行うという施策を充実・展開させていくことが必要と

なっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２．市川市の課題 
 

これまでの本市のごみ処理行政は、人口の増加に伴って増大するごみの迅速かつ適正な処理へ

の対応は、処理施設の建設や収集体制の整備など、出された後の処理が中心であり、現在のごみ

処理基本計画を策定した平成13年度当時には次に掲げる深刻な課題がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それらを解決するため、市民と行政が一体となった取組みによる資源循環型の都市いちかわの

実現に向けた取り組みが始まりました。 
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第２節 “いちかわじゅんかんプラン21”の策定と取り組み 

１．市民による資源循環型のまちを目指した廃棄物処理計画の策定 
 

本市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第６条に規定

された長期計画として、また、市の総合計画を推進するための個別計画として、平成14年3月、

市川市一般廃棄物処理基本計画“いちかわじゅんかんプラン21”（以下「じゅんかんプラン21」）

を策定しました。 

「じゅんかんプラン21」は、資源の循環を基調とした21世紀初頭の廃棄物行政を進める上での

基本的方向性を示した計画であり、ごみや生活排水の処理に関する施策を総合的・計画的に推進

していくために定めたものです。 

策定に際しては、市川市廃棄物減量等推進審議会の答申や、市民と事業者、専門家で構成する

「循環型社会推進懇談会（じゅんかんプロジェクト）」の提案、市民アンケートなどを参考にし

て検討を進め、平成6年度に策定された従前の基本計画を全面的に見直しました。 

本市は、「じゅんかんプラン21」に基づき、市民、事業者と連携して“資源循環型都市いちか

わ”を目指した様々な取り組みを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本法 

循環型社会形成 

推進基本法 

廃棄物処理法 

リサイクル関連法 

市川市総合計画（Ⅰ＆Ⅰプラン） 

施策の方向：環境への負荷の少ないまちをつくる 

      廃棄物の発生を抑制し資源循環型のまちをつくる 

市川市環境基本計画 

市川市一般廃棄物処理基本計画 

いちかわじゅんかんプラン21 

容器包装リサイ

クル法に基づく

市川市分別 

収集計画 

市川市廃棄物 

関連施設整備 

基本計画等 

廃棄物処理法 

に基づく 

市川市一般廃棄

物処理実施計画 
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２．目指すべき将来像と基本方針 

（１）目指すべき将来像 

「じゅんかんプラン21」は、平成14年度から23年度の10年間を計画期間としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

① 持続可能な循環型社会の構築 

将来的に適正なコストによる持続可能な循環型社会の構築を目指します。 

② 高品質な再生資源の確保 

資源化量の増加を目指しつつも分別の精度を高め、質の高い資源の循環を目指します。 

③ ともにつくり上げる循環型社会 

本計画は、市民、事業者、行政の協働により実施していきます。 

 

（３）計画推進のための市民・事業者・市の役割と協働 

市民、事業者、市が自らの果たすべき役割意識を一層高め、より強力に連携して計画を推

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標年度 ： 平成２３年度 

■目指すべき将来像 

資 源 循 環 型 都 市 い ち か わ 
・廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用・再資

源化（リサイクル）の優先順位に基づいた施策 

・「脱焼却」「脱埋立」を念頭においた施策 

・環境への負荷を低減した廃棄物の適正な処理に基づいた施策 

パートナーシップ 

事業者 
環境に配慮した商品の 

提供や事業活動の推進 

市 
全体的な調整と廃棄物 

の発生抑制及び収集、 

処理、処分の実施 

市民 
排出抑制を意識した

ライフスタイルをめ

ざし、減量化やリサ

イクルへの積極的な

貢献 
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３．５つの数値目標と具体的施策 

（１）５つの数値目標 

じゅんかんプラン21では、発生抑制、再使用、再生利用、適正処理を計画的に達成して

いくために平成23年度を目標年度とする５つの数値目標を設定しています。 

 

1人1日当たりの排出量：900g／人・日以下 資源化率：35％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却処理量削減目標：25％以上削減 最終処分量削減目標：45％以上削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活排水処理率：80％以上  
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(２)具体的施策 

じゅんかんプラン21では、次の５つのプランに基づき、市のごみ処理を進めています。 

①「市民参加・情報公開プラン」 

②「発生抑制・排出抑制プラン」 

③「収集運搬プラン」 

④「循環的利用プラン」 

⑤「適正処分プラン」 

 

①市民参加・情報公開プラン 

ごみの問題は、市民が取り組みの中心となるため、市が廃棄物やリサイクルに係わる施策

を行う際は、市民に計画策定の段階から参加を求めていきます。 

 また、地域コミュニティ単位での資源循環型社会を実現するために、本市はそのための

施策の推進を市民と協働で行っていきます。 

②発生抑制・排出抑制プラン ③収集運搬プラン 

 ごみの排出者である市民や事業者に、ごみ

問題に関心をもってもらえるよう広く啓発を

行っていくとともに、事業者への簡易包装等

の促進や長寿命商品の購入の促進などを行っ

ていきます。 

 平成11年10月から実施した家庭系ごみの

指定袋制と、循環型社会構築のための第一

歩として平成14年10月から実施した資源物

とごみの12分別を継続して実施していきま

す。 

④循環的利用プラン ⑤適正処分プラン 

 12分別収集により、資源化量の増加を目指

しつつも分別の精度を高め、質の高い再生資

源の循環を目指します。 

また、学校や市役所などの公共施設から出

る生ごみの資源化を今後も実施するととも

に、飲食店から出る生ごみの資源化も促進し

ていきます。 

その他、ごみの出し方についての十分な説

明を行うとともに、紙パック、トレイ等の販

売店回収の促進も行っていきます。 

 ダイオキシン類等有害物質のより一層の

発生抑制に取り組むとともに、最終処分量

のさらなる削減を図っていきます。 

 また、災害などの緊急時でも対応できる

よう、他市との連携を強化していきます。 
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(３)平成19年度の主な事業内容 

じゅんかんプラン21で定めた各プランについて、平成19年度は主に以下の事業について実施

しました。 

 

基本方針 プラン 主な事業内容 該当ページ

・じゅんかんプロジェクトの実施 28ページ

・じゅんかんパートナー制度の充実 29ページ

・じゅんかん白書の発行 37ページ

・広報いちかわへの情報掲載 37ページ

・ホームページによる情報発信 37ページ

・出前説明会の実施 38ページ

・小中学生用副読本の配布 38ページ

・ごみ、リサイクル施設見学会の実施 39ページ

・マイバッグ運動の実施 24～27ページ

・コンポスト容器、電気式生ごみ処理機購
入費補助金制度の実施

31,32ページ

・市川市リサイクルプラザの設置・運営 36ページ

・清掃行政協力者表彰の実施 30ページ

・資源物とごみの12分別収集の実施 48～52ページ

・家庭系ごみ指定袋制の実施 56ページ

・生ごみ堆肥化の実施 33,34ページ

・事業系一般廃棄物の適正処理等の推進 74～78ページ

・集団資源回収登録団体への奨励金の交付 20～23ページ

・余熱利用施設の整備（9月1日ｵｰﾌﾟﾝ） 66ページ

59～67ページ

72,73ページ

・適正な最終処分の実施及び最終処分量の
削減

72,73ページ

・有害物質の発生抑制 62～64ページ

い
ち
か
わ
じ
ゅ

ん
か
ん
プ
ラ
ン

優先順位に
基づいた施策

「脱焼却」
「脱埋立」を
念頭に置いた

施策

市民参
加・情報
公開
プラン

循環的利
用プラン

高品質な
資源の確保

持続可能な
循環型社会の

構築

収集運搬
プラン

・適正な中間処理、最終処分の実施

発生抑
制・排出
抑制
プラン

ともに
作り上げる
循環型社会

適正処分
プラン

21
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第３節 ５つの数値目標の達成状況と今後の課題 

じゅんかんプラン21では、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用・再資源化

（リサイクル）、適正処理を計画的に達成していくために平成23年度を目標年度とした５つの数値

目標を設定しています。 

 

１．１人１日当たりの排出量の削減 

 
年間収集量＋年間持込量＋年間集団資源回収量 

 １人１日当たりの排出量 ＝ 
行政人口(各年10月1日現在)×３６５日 

 

（１）達成状況 

市民１人１日当たりの排出量は、12年度の1,073ｇをピークにして、18年度まではゆるやか

な減少傾向にあり19年度は前年度より大幅に減少しましたが、目標達成のためにはさらに46

ｇの削減が必要です。 

なお、資源物とごみの12分別収集による燃やすごみと資源物の分別排出は、排出量全体の削

減に直接つながるものではありませんが、ごみ問題に関する市民意識が向上し、排出量の削減

にも好影響を与えていると考えられます。 

1人1日当たりの排出量目標(集団資源回収量を含む）

946g

1,000g
1,029g

目標値
900ｇ

1,047g

1,071g1,073g

1,043g

1,020g

推計値
1,108ｇ

800

900

1,000

1,100

1,200

12 13 14 15 16 17 18 19 23

年　度

（

ｇ
／
人
・
日
）

対12年度比：127ｇ減少
目標に対する進捗率：73.4％

 

    ※「推計値1,108g」は、平成12年度の施策のままで推移していった場合の試算値。 
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（２）今後の課題 

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の中で最も優先されるべき取り組みは「リデ

ュース（ごみの発生抑制）」です。 

特に、市内に最終処分場を持たない本市にとって、ごみの発生抑制は資源循環型社会の実

現に向けた取り組みの中でも最重要課題であるため、さらなるごみ削減に向けた施策を強力

に進めていく必要があります。 

 

① ごみを出さない生活様式や事業活動への転換の促進 

 ごみの発生抑制のためには、大量生産・大量消費・大量廃棄型の生活様式や事業活動を、

可能な限りごみを排出しないものへと変革していくことが課題です。 

 そのためには、市民・事業者・行政が協働して三者が一体となって、マイバッグ運動やご

み減量化・資源化協力店制度を活用したレジ袋の削減・容器包装の簡素化、使い捨て容器の

削減などの取り組みを進め、ごみを出さない生活様式への転換していく必要があります。 

 

② 実効性のある啓発、広報活動の展開 

 ごみの発生抑制への市民の取り組みを向上させるためには、市民の立場に立ってごみ処理

に関する情報を分かりやすく伝え、ごみ削減の必要性や方法を理解してもらい、市民の具体

的な行動につなげていく必要があります。 

 今後は、じゅんかんパートナーとの連携を強化しながら、出前説明会やイベントの開催、

ホームページや広報紙の活用などの様々な手法によって、地域特性や市民の多様なライフス

タイルに対応した啓発、広報活動を展開し、その実効性を高めていくことが課題です。 

 

③ 家庭ごみ有料化制度の導入の検討 

ごみ処理経費に関する情報を明確に示して、今までごみ問題に無関心な市民にも関心を持

ってもらえるようにすること、また、ごみの減量に経済的なインセンティブが働く仕組みを

つくることでごみ処理に係る負担の公平化と排出抑制につなげていくことが課題です。 

今後は市民との意見交換を十分に行いながら、家庭ごみ有料化制度の導入を検討していく

必要があります。 
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２．資源化率の向上 
 

 
年間資源収集量＋年間施設資源化量＋年間集団資源回収量 

資 源 化 率 ＝ 
 年間収集量＋年間持込量＋年間集団資源回収量 

 

（１）達成状況 

資源化率は、平成12年度は11％でしたが、平成15年度以降は20％前後に上昇しました。こ

れは、平成14年10月からの家庭ごみの12分別の実施により、燃やすごみの中から資源物とし

て紙類、布類、プラスチック製容器包装類を分別収集した効果が大きく影響しています。 

しかし、数値目標との開きは大きく、平成23年度における数値目標の達成が困難な状況に

あります。 

資源化率目標

目標値
35%

20.2%

15.3％
10.5％11.0％

19.9％ 20.1% 20.7% 19.9%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

12 13 14 15 16 17 18 19 23

年　度

（

％
）

対12年度比：8.9％上昇
目標に対する進捗率：37.1％

 

 

（２）今後の課題 

12分別収集により資源物の回収が増えた結果、実施前と比較して資源化率が約2倍に上昇

しましたが、平成15年度以降は資源化率が低迷し、近年は数値の退行現象も見られること

から、12分別の効果が失われつつあると考えられます。 

今後は、12分別の徹底を図るとともに、資源化を進めるための新たな取り組みを進める

必要があります。 
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① 資源物とごみの12分別の徹底 

12分別収集は市民の協力によって、資源化率の向上に大きな成果をあげていますが、ま

だ、資源物が「燃やすごみ」などとして排出されているケースが見受けられます。 

そのため、資源物とごみの分別が徹底されるように市民への12分別の周知徹底を更に図

っていく必要があります。 

 

② 紙類の資源化 

家庭から出る紙類も12分別収集によって、新聞・雑誌・ダンボール・紙パックは資源化

される仕組みとなりましたが、燃やすごみの約30％はまだ紙類が占めています。 

このことから、新聞・雑誌・ダンボール・紙パックの分別排出を徹底するほか、紙箱、

紙袋、包装紙、パンフレットなど、資源化が可能である紙類を「雑がみ」として新たに資

源物として回収する方策や、事業所から排出されるオフィスペーパー古紙の資源化の推進

を検討する必要があります。 

 

③ 生ごみの資源化 

家庭から出る生ごみは、燃やすごみに排出される割合のうち約30～40％を占めています

が、その減量・資源化は家庭から排出されるごみの中で最も遅れている部分です。 

そのため、家庭から排出される時点での生ごみの減量につながるコンポスト容器・電気

式生ごみ処理機の購入補助制度を積極的にＰＲするなど、その普及を促進することが必要

です。 

また、生ごみの資源化の手法には、飼料化・堆肥化による方法や炭化・エタノール化・

メタンガス化などバイオマスエネルギーとして利用する方法がありますが、それぞれに分

別収集の方法や、リサイクルでできた製品の需要先の確保、採算性などの点で課題があり

ます。 

今後は、生ごみの資源化の手法について調査・研究を進め、資源化の実施に向けた取り

組みを進めていく必要があります。 
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３．焼却処理量の削減 

 
平成12年度焼却処理量－年間焼却処理量 

 焼却処理量削減率 ＝ 
平成12年度焼却処理量 

 

（１）達成状況 

平成19年度の焼却処理量は、燃やすごみと破砕後可燃物が減少したことにより、平成12

年度と比較すると16.8％減少しました。 

焼却処理量が削減できた最大の理由は、平成14年10月から実施した家庭ごみの12分別収

集によってプラスチック製容器包装類・新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・布類を資源

物として収集し、燃やすごみの量を削減した成果によるものです。 

焼却処理量削減目標

54,168

128,409t

134,197t

138,903t

147,534t

156,796t

154,416t

目標値
115,812ｔ

135,809t

136,314t

 

 

 
 

推計値
169,980ｔ

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

12 13 14 15 16 17 18 19 23

年　度

（

ｔ
／
年
）

対12年度比：26,007ｔ減（16.8%減）

目標に対する進捗率：67.4％

 

    ※「推計値169,980ｔ」は、平成12年度の施策のままで推移していった場合の試算値。 

 

（２）今後の課題 

12分別収集を実施したことにより、14年度・15年度で大きく焼却処理量が減ったものの、 

16年度以降はその減少割合が鈍化しています。 

このことから、焼却するごみの減量につながるごみの発生抑制やごみと資源の分別の徹

底を一層進めていかなければなりません。また、新たな焼却施設を建設するには多額の建

設費用がかかる面から、現存するクリーンセンターの施設をなるべく延命化するためにも、

焼却処理量を削減していくことが必要です。 

 

（25％以上削減） 
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４.最終処分量の削減 

 
平成12年度最終処分量－年間最終処分量 

最終処分量削減率 ＝ 
平成12年度最終処分量  

 

（１）達成状況 

埋立するごみは、焼却灰、大型ごみと燃やさないごみの破砕後に残る残渣からなります。 

本市は、市内に最終処分場を持たないため、それらを市外にある民間の最終処分場に委託し

て埋立処分せざるを得ない状況です。 

平成12年度と19年度の埋立量を比較すると、焼却灰（持込灰を含む）が1,827トン減少 

（10.0％減少）、不燃物の破砕残渣が292トン減少（12.7％減少）したにとどまり、目標に

対する進捗率が低くなっています。 

最終処分量削減目標

18 ,511t

19,970t

目標値

11,347ｔ

20 ,814t21,158t21 ,831t20 ,630t

19 ,805t

20 ,490t

推計値
22,478ｔ

 
 

  

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

12 13 14 15 16 17 18 19 23
年　度

（
ｔ

／

年

）

対12年度比　2,119ｔ減（10.3％減）
目標に対する進捗率：22.8％

 

※「推計値22,478ｔ」は、平成12年度の施策のままで推移していった場合の試算値 

 

（２）今後の課題 

本市は、他市にある民間の最終処分場に依存していることから、最終処分量の削減に迫ら

れています。しかし、最終処分量を削減するために平成14年10月から実施した12分別収集は、

燃やすごみの削減に大きな効果はあったものの、最終処分量の大きな削減に結びついていな

いことが大きな課題となっています。 

最終処分量を削減するには、家庭や事業所から出るごみそのものの発生量を抑制するほか、

ごみと資源の分別収集を進めるとともに、焼却灰のセメント原料化、スラグ化など、施設処

理段階において最終処分量を減らす方策を検討する必要があります。 

（45％以上削減） 
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５．生活排水処理率の向上 

 

下水道接続人口＋合併処理浄化槽人口 
生活排水処理率 ＝ 

行政人口（各年度末現在） 

 

（１）達成状況 

下水道整備地域の拡大や合併処理浄化槽の拡大普及により、平成19年度の生活排水処理

率は78％と、平成12年度と比較して13％上昇しました。 

生活排水処理率目標

65% 67% 69% 70% 73% 76% 77% 78%
目標値

80%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12 13 14 15 16 17 18 19 23

年　度

（

％
）

対12年度比：13％ 上昇

目標に対する進捗率：87％

 

 

（２）今後の課題 

し尿処理世帯や単独処理浄化槽の世帯から出される生活排水（家庭雑排水）は、未処理

のまま放流され、河川環境に大きな負荷を与えています。 

生活排水処理率は毎年上昇していますが、現状では東京都や浦安市と比較するとまだま

だ低水準となっています。 

そこで、下水道整備を着実に進めるとともに、下水道整備が当分の間見込めない地区に

おいては合併処理浄化槽への転換を呼びかけ、河川の水質向上に向けた一層の努力を進め

ていく必要があります。 

 


